
　

御
代
田
町
で
は
、
子
育
て
家
庭

の
経
済
的
負
担
を
少
し
で
も
軽
減

す
る
た
め
、
幼
児
教
育
期
に
入
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に

子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
保
護
者
に
は
、
町
か

ら「
御
代
田
町
子
育
て
応
援
金
支

給
申
請
書
」と
関
係
書
類
を
来
年

１
月
に
入
り
ま
し
た
ら
送
付
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
い
た
だ
き
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
対
象
に
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
書
が
送

ら
れ
て
い
な
い
場
合
や
ご
不
明
な

点
な
ど
は
、
町
民
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
子
ど
も

●
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
で
御

代
田
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

て
、
平
成
21
年
度
に
お
い
て
３

歳
に
達
す
る
子
ど
も（
平
成
18

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）

支
給
金
額

　

一
人
あ
た
り
２
０
、０
０
０
円

（
幼
児
教
育
期
に
入
る
対
象
児

童
で
、
一
回
の
み
）

申
請
・
支
給
方
法

　

手
当
の
受
給
に
は
、
対
象
と
な

る
子
ど
も
と
同
一
世
帯
で
、
こ

の
児
童
を
養
育
し
、
生
計
を
一

緒
に
し
て
い
る
保
護
者
が
、
町

に
対
し
て
申
請
を
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
窓
口
で
の
申
請

　

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
な
ど

を
直
接
町
民
課
に
提
出
し
、
町

が
申
請
者
か
ら
指
定
さ
れ
た
金

融
機
関
の
口
座
に
振
り
込
む

●
郵
送
に
よ
る
申
請

　

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
な
ど

を
郵
送
で
町
に
提
出
し
、
町
が

申
請
者
か
ら
指
定
さ
れ
た
金
融

機
関
の
口
座
に
振
り
込
む

申
請
に
必
要
な
書
類（
必
ず
添
付
）

●
申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
書
の

写
し（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●
振
込
先
口
座
の
わ
か
る
通
帳
な

ど
の
写
し（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
写
し
な
ど
）

申
請
期
限

　

平
成
22
年
１
月
29
日（
申
請
期

間
が
短
い
で
す
の
で
、
お
忘
れ

な
く
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。）

代
理
に
よ
る
申
請

　

代
理
人
と
し
て
申
請
で
き
る
人

は
次
の
方
で
す
が
、
委
任
状
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

り
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
で
あ
る
保
護
者
と

同
じ
世
帯
構
成
員

●
基
準
日
現
在
保
護
者
と
一
緒
に

居
住
し
、
生
計
を
同
一
に
し
て

い
る
外
国
人

そ
の
他
注
意
事
項

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
指
定
す
る
場

合
は
記
号
・
番
号
を
記
入
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、

通
帳
に
よ
っ
て
は
、
振
り
込
め

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

郵
便
局
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
き
、
確
認
を
し
て
か
ら
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

●
長
期
間
使
用
し
て
い
な
い
口
座

は
振
込
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
平
素
使
用
さ
れ
て

い
る
口
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

●
海
外
で
開
設
し
た
口
座
へ
は
、

振
り
込
み
が
で
き
ま
せ
ん

●
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
辞
退
さ
れ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す

●
申
請
書
の
不
備
に
よ
り
振
込
不

能
な
ど
で
支
給
が
で
き
ず
、
町

で
、
確
認
し
て
も
修
正
が
で
き

な
か
っ
た
場
合
は
申
請
を
取
り

下
げ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す

《
町
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
》

　

申
請
に
つ
い
て
不
明
な
点
が

あ
っ
た
場
合
は
町
か
ら
お
問
い
合

わ
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
や
、
申
請
の
代
行
を
す
る
こ
と
、

ま
た
手
数
料
の
振
り
込
み
な
ど
を

求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
不
審
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
町
民
課
ま
た
は
、
警
察
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
ほ
か
不
明
な
点
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

御

代

田

町

独

自

子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

（
内
線
47
・
74
）
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町
の
財
政
状
況

　
一
般
会
計
の
予
算
総
額
は
、当
初

予
算
に
２
回
の
補
正
を
加
え
、
総

額
72
億
８
６
９
万
円
と
な
り
、
昨

年
の
同
じ
時
期
に
比
べ
て
20
億
１
、

９
８
６
万
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
特
定
の
事
業
を
行
う
た

め
の
特
別
会
計
は
、
補
正
予
算
を

加
え
た
12
会
計
の
合
計
が
36
億
５
、

３
５
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
９
月
末
ま
で
の
一
般

会
計
予
算
の
執
行
状
況
は
、
予
算

の
43・２
％
が
収
入
済
み
、34・２
％

が
執
行
済
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今年4月～9月末までの財政状況は…

一般会計

43.2%

  　収入予算
72億
869万円

収入済額
31億1,701万円

34.2.%

支出済額 
24億6,551万円

  　支出予算
72億
869万円

72億869万円
31億1,701万円（43.2％）

5億8,403万円（41.1％）
6億43万円（42.3％）

12万円（3.3％）

1億8,623万円（20.6％）

3億7,218万円（39.9％）
3億6,064万円（38.6％）

537万円（41.4％）

586万円（20.4％）
1,019万円（35.5％）

283万円（23.4％）
388万円（32.1％）

157万円（12.1％）

2億9,931万円（33.1％）

6,567万円（50.3％）
3,378万円（25.9％）

99万円（27.6％）

4,958万円（54.2％）
1,991万円（21.7％）

24億6,551万円（34.2％）
一般会計

住宅新築
資金貸付
事 　 業

小沼地区
財産管理

国民健康
保　　険

老人保健
医　　療

小沼地区
簡易水道
事　　業

御代田町
簡易水道
事　　業

公　　共
下 水 道
事　　業

御 代 田
財 産 区

介護保険
事　　業

農業集落
排水事業

個別排水
処理施設
整　　備

1,825万円

14億1,940万円

359万円

1億3,045万円

9,156万円

9億316万円

1,298万円

9億3,380万円

2,874万円

1,210万円

2,989万円（31.2％）
3,748万円（39.1％）

後　　期
高 齢 者
医　　療

9,594万円

367万円（20.1％）
895万円（49.0％） 予算現額

会計名称 収入済額（収入率）
支出済額（執行率）

0 1000万 5000万 1億 10億 20億500万 80億（円）

361万円
61万円（16.9％）61万円（16.9％）61万円（16.9％）
13万円（3.6％）13万円（3.6％）13万円（3.6％）

（3） みよた広報 やまゆり12月号


